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市民税・県民税　配偶者特別控除額等早見表

万
全
で
す
か
？�

へ
の
備
え
は�

我
が
家
の
耐
震
性
を
チ
ェ

ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う

世
界
的
な
地
震
多
発
地
帯
に
位
置
す
る
わ
が
国
は
、
過
去
に
た

び
た
び
強
い
地
震
に
見
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
昨
年

月

日
に

１０

２３

発
生
し
、
今
も
な
お
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
る
方
が
い
る
「
新
潟

県
中
越
地
震
」
は
記
憶
に
新
し
い
大
災
害
で
す
。

そ
し
て
、
今
年
は
戦
後
最
大
の
地
震
被
害
を
も
た
ら
し
た
「
阪

神
・
淡
路
大
震
災
」
発
生
か
ら

年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
ら
大
災

１０

害
の
惨
禍
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
再
び
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
、

埼
玉
県
で
は
建
築
物
の
地
震
対
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
や
「
新
潟
県

中
越
地
震
」
で
は
、
現
行
の
耐
震
基
準

（
昭
和　

年
）
以
前
の
建
築
物
に
大
き
な

５６

被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

大
切
な
家
族
と
財
産
を
守
る
に
は
、
建

築
物
が
地
震
に
耐
え
ら
れ
る
か
の
調
査

（
耐
震
診
断
）
を
行
い
、
さ
ら
に
必
要
に

よ
り
補
強
（
改
修
）
を
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

市
建
築
課
で
は
、「
や
っ
て
み
よ
う
！
我

が
家
の
耐
震
診
断
」（
在
来
工
法
の
木
造
住

宅
を
対
象
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
自
宅
が
地
震
に
対
し

て
安
全
か
ど
う
か
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
の
ご
自

宅
の
耐
震
性
能
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！

（
※
昭
和　

年
以
前
に
建
築
し
た
日
本
瓦

５６

屋
根
の
木
造
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
に
は
、

特
に
お
勧
め
し
ま
す
）

　

ま
た
、
市
で
は
生
涯
学
習
ま
ち
づ
く
り

出
前
講
座
の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
、「
あ
っ
、

地
震
だ
。
わ
た
し
の
家
は
だ
い
じ
ょ
う

ぶ
？
」と
い
う
講
座
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
耐
震
診
断
等
に
つ
い
て
の
説
明

な
ど
で
す
。
町
会
や
団
体
等
５
人
以
上
で

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
お
申
し
込
み
さ

れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

応
急
危
険
度
判
定
活
動
を

ご
存
じ
で
す
か
？

　

地
震
発
生
後
の
二
次
災
害
の
防
止
応
急

危
険
度
判
定
活
動
に
つ
い
て

　

大
地
震
が
発
生
す
る
と
、
多
く
の
場
合

余
震
が
見
ら
れ
、
と
き
に
本
震
と
同
規
模

の
余
震
も
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

応
急
危
険
度
判
定
活
動
は
、
大
地
震
で
被

災
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
余

震
な
ど
か
ら
生
じ
る
二
次
災
害
を
防
止
す

る
た
め
に
危
険
性
を
表
示
す
る
制
度
で
す
。

�
参
考
�
過
去
に
実
施
さ
れ
た
主
な
応
急

危
険
度
判
定
活
動

※
新
潟
県
中
越
地
震
で
は
、
約
３
万
３
０

０
０
棟
の
判
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

建
築
士
の
皆
さ
ん

応
急
危
険
判
定
士
に

な
っ
て
み
ま
せ
ん
か

　

昨
年
の
「
新
潟
県
中
越
地
震
」
関

連
の
報
道
で
、
応
急
危
険
度
判
定
士

の
活
躍
が
放
送
さ
れ
て
い
た
の
は
記

憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

応
急
危
険
度
判
定
士
は
、
建
築
士

の
資
格
者
で
県
知
事
か
ら
認
定
を
受

け
た
方
に
与
え
ら
れ
ま
す
。

　

市
内
在
住
の
１
級
、
２
級
、
木
造

建
築
士
の
方
で
、
ま
だ
応
急
危
険
度

判
定
士
の
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
方

は
、
応
急
危
険
度
判
定
養
成
講
習
に

参
加
し
、
認
定
を
受
け
て
み
て
は
い

か
が
で
す
か
。

　

ご
自
分
の
資
格
を
社
会
貢
献
に
役

立
て
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

税制が変わります！�税制が変わります！�
市民税�県民税�の� 　平成１６年度税制改正に伴い、個人の市

民税・県民税が一部変わります。
　改正点の中から、最も皆さんに関わり
の深いものを取り上げました。

■問 市民税課�◯内 ２０６

判定棟数
（棟）地震名称

４６,６１０兵庫県南部地震

２,０４８鹿児島県薩摩地方
を震源とする地震

４,０８０鳥取県西部地震

１,７６３平成１３年芸予地震

平成１７年度課税適用分

（１）従来、市（区）町村の人口により、人口段階別に均等割の税率が定められていま
　　　したが、これを廃止し均等割の税率が統一されました。
　　　　　年額３,５００円　⇒　年額４,０００円（平成１６年度課税分から適用）
（２）納税義務を負う夫と生計を一つにする一定の所得がある妻で、夫と同じ市内に
　　　住所を有する者に対する均等割の非課税措置が、段階的に廃止されます。

　　　　　妻の均等割額　平成１７年度は、年額２,０００円
　　　　　　　　　　　　平成１８年度からは、年額４,０００円となります。

１　均等割の改正

２　配偶者特別控除の一部廃止

　例えば、夫は妻の収入金額に応じて左表のように、「配偶者控除」と「配偶者特別
控除」を受けることができましたが、平成１７年度からは給与収入金額１０３万円以下の
場合の配偶者特別控除が廃止されます。

３　個人の土地・建物等の譲渡所得に係る税率の引き下げ

（１）一般の長期譲渡所得
（改正前）　　　　（改正後）
税率６パーセント�税率５パーセント（税率の引下げにより１００万円特別控除は廃止されます）
（２）優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例
　　　（公有地の確保、優良な住宅供給、優良建築物の建設等）
（改正前）　　　　　　　　　　　　　　　　（改正後）
税率５パーセント（４,０００万円以下の部分）�税率４パーセント（２,０００万円以下の部分）
税率６パーセント（４,０００万円超えの部分）�税率５パーセント（２,０００万円超えの部分）
（３）短期譲渡所得
（改正前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（改正後）　
税率１２パーセント、または全額総合課税をした場合の上積
税額の１１０％相当額のいずれか多い方の税額。ただし、国
等に対する譲渡の場合は税率６パーセント、または全額総
合課税をした場合の上積税額のいずれか多い方の税額

税率一律９パーセント
ただし、国等に対する譲
渡の場合は税率一律５パ
ーセント

平成１７年度（改正後）平成１６年度（改正前）妻の年間給与
収入金額

（１月～１２月）
控除
合計額

配偶者
控除額

配偶者特
別控除額

控除
合計額

配偶者
控除額

配偶者特
別控除額

３３万円３３万円

平成１７年
度より配
偶者特別
控除の上
乗せ部分
が廃止に
なりまし
た。

６６万円３３万円３３万円７５万円未満

３３万円３３万円６１万円３３万円２８万円７５万円～
８０万円未満

３３万円３３万円５６万円３３万円２３万円８０万円～
８５万円未満

３３万円３３万円５１万円３３万円１８万円８５万円～
９０万円未満

３３万円３３万円４６万円３３万円１３万円９０万円～
９５万円未満

３３万円３３万円４１万円３３万円８万円９５万円～
１００万円未満

３３万円３３万円３６万円３３万円３万円１００万円～
１０３万円未満

３３万円３３万円－３３万円３３万円０円１０３万円

３３万円－３３万円３３万円－３３万円１０３万円超え～
１１０万円未満

３１万円－３１万円３１万円－３１万円１１０万円～
１１５万円未満

２６万円－２６万円２６万円－２６万円１１５万円～
１２０万円未満

２１万円－２１万円２１万円－２１万円１２０万円～
１２５万円未満

１６万円－１６万円１６万円－１６万円１２５万円～
１３０万円未満

１１万円－１１万円１１万円－１１万円１３０万円～
１３５万円未満

６万円－６万円６万円－６万円１３５万円～
１４０万円未満

３万円－３万円３万円－３万円１４０万円～
１４１万円未満

－－－－－１４１万円以上

�

１　老年者控除の廃止

　平成１７年度までは、１２月３１日現在で６５歳以上であり、合計所得金額が１,０００万円以下
であれば４８万円の老年者控除を受けることができましたが、平成１８年度から老年者控
除は廃止となります。

平成１８年度課税適用分

■問
 

建
築
課
�
◯内
 

４
６
８

耐震診断パンフレット


